
平成３１年上野原市教育委員会第４回定例会会議録

１ 開会日時 平成３１年４月２５日（木）午後４時００分

２ 閉会日時 平成３１年４月２５日（木）午後５時４０分

３ 会 場 上野原市役所１階 展示室３

４ 出席委員及び欠席委員の氏名

出席委員 教 育 長 和田 正樹

教育長職務代理者 土屋 すみじ

委 員 白倉 亮子

委 員 富田 佳子

委 員 降矢 俊彦

欠席委員 なし

傍 聴 者 なし

出席職員 学校教育課長 安藤 哲也

社会教育課長 志村 光造

学校教育課教育総務担当リーダー 関戸 広延

学校教育課学校教育担当リーダー 織田 輝彦

社会教育課社会教育担当リーダー 上條 千花

社会教育課図書館担当リーダー 池田 忠利

学校教育課教育総務担当主任（事務局） 石井 陽太

５ 開 会

事務局

ご起立願います。礼。ご着席ください。

和田教育長

平成３１年上野原市教育委員会第４回定例会を開会します。

ただいまの出席委員は５名です。

本日の議事日程は、お手元に配布した議事日程のとおりです。

６ 前会会議録の承認

和田教育長

日程第１、前会会議録の承認を行います。第３回定例会の会議録については、

確認の上、これを承認したいと思いますが、異議ありませんか。



各委員

異議なし。

和田教育長

異議なしと認めます。したがって前会会議録については承認されました。

７ 教育長報告

和田教育長

日程第２、教育長報告、４月の一般報告を行います。

資料の１６ページをご覧ください。

（４月の一般報告を行う）

和田教育長

以上を報告させていただきます。

ご質問などございましたら挙手をお願いします。

各委員

ありません。

和田教育長

ないようですので、以上で教育長報告を終了します。

８ 議事

和田教育長

日程第３、議事。

議案第１８号「上野原市公民館関係職員の委嘱について」を議題とします。

事務局から説明をお願いします。

事務局

（議案を読み上げ、提案を行う）

上條社会教育課社会教育担当リーダーから説明をお願いいたします。

上條社会教育課社会教育担当リーダー

議案第１８号についてご説明させていただきます。

公民館につきましては、社会教育法第２０条にその目的が謳われております。

「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学

術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情

操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」

となっております。



資料の１８ページから２５ページまでに、委嘱の目的と名簿を記載させていただ

きました。任期は平成３１・３２年度の２年間でございます。具体的な職務につい

てですが、公民館長については、各地区公民館運営審議会の招集・公民館活動の運

営及び参加呼びかけ、市公民館連絡協議会への出席等となっています。書記につき

ましては、公民館運営審議会における記録員となっております。審議会委員につき

ましては、公民館運営審議会への出席、活動内容等の検討となっております。資料

の２４、２５ページに市の公民館条例を記載せていただきました。専決処分のご承

認をお願いいたします。

和田教育長

担当者からの説明が終わりました。

これより質疑を行います。

ご質問・ご意見はございますか。

各委員

ありません。

和田教育長

ないようですので、質疑を終了します。

議案第１８号「上野原市公民館関係職員の委嘱について」は承認したいと思いま

すが、これに異議ありませんか。

各委員

異議なし。

和田教育長

異議なしと認めます。

従いまして、議案１８号「上野原市公民館関係職員の委嘱について」は承認され

ました。

続きまして、議案第１９号「上野原市社会教育委員の委嘱について」を議案とし

ます。

事務局から説明をお願いします。

事務局

（議案を読み上げ、提案を行う）

上條社会教育課社会教育担当リーダーから説明をお願いいたします。

上條社会教育課社会教育担当リーダー

議案第１９号についてご説明させていただきます。



社会教育委員につきましては、社会教育法第１７条にその職務が謳われておりま

す。職務の内容としましては、社会教育委員は社会教育に関して教育委員会に助言

を役割を果たしています。また、地域において社会教育に優れた知見を持つ人々の

知識を社会教育行政に反映させていただくことが期待されております。任期につき

ましては、平成３１・３２年度の２年間、活動内容としましては、地区の公民館運

営審議会への参加、山梨県の総会・研究大会・研修会への参加等となっております。

資料としまして、上野原市社会教育委員条例を２８ページに記載させていただきま

した。専決処分のご承認をお願いいたします。

和田教育長

担当者からの説明が終わりました。

これより質疑を行います。

ご質問・ご意見等はございますか。

各委員

ありません。

和田教育長

ないようですので、質疑を終了します。

議案第１９号「上野原市社会教育委員の委嘱について」は承認したいと思います

が、これに異議ありませんか。

各委員

異議なし。

和田教育長

異議なしと認めます。

従いまして、議案第１９号「上野原市社会教育委員の委嘱について」は承認され

ました。

続きまして、議案第２０号「上野原市文化財巡視員の委嘱について」を議案と

します。

事務局から説明をお願いします。

事務局

（議案を読み上げ、提案を行う）

上條社会教育課社会教育担当リーダーから説明をよろしくお願いします。



上條社会教育課社会教育担当リーダー

議案第２０号につきましてご説明させていただきます。

上野原市では、市内における文化財の現状を把握し、文化財の保存及び管理の万

全を期するため文化財巡視員を設置しております。資料の３０ページをご覧くださ

い。平成３１から３２年度の名簿となっております。こちらの巡視員の方々に、大

目・甲東地区につきましては１１件、巌・島田地区は７件、大鶴・上野原地区は１

７件、棡原地区は８件、西原地区は６件、秋山地区は５件、合計５４件の文化財を

巡視していただきます。上野原市指定文化財は全部で６６件で、１２件の差分につ

きましてはモリアオガエルやキマダラルリツバメ、各地の獅子舞等が巡視対象外と

なっております。資料の３１ページに上野原市文化財巡視員設置規則を掲載させて

いただきました。専決処分のご承認をお願いいたします。

和田教育長

担当者からの説明が終わりました。

ご質問・ご意見等ございますか。

各委員

ありません。

和田教育長

ないようですので、質疑を終了します。

議案第２０号「上野原市文化財巡視員の委嘱について」は承認したいと思います

が、これに異議ありませんか。

各委員

ありません。

和田教育長

異議なしと認めます。

従いまして、議案第２０号「上野原市文化財巡視員の委嘱について」は承認され

ました。

次に、議案第２１号「上野原市図書館協議会委員の委嘱について」を議案としま

す。

事務局から説明をお願いします。

事務局

（議案を読み上げ、提案を行う）

池田社会教育課図書館担当リーダーから説明をよろしくお願いします。



池田社会教育課社会教育担当リーダー

議案第２１号につきましてご説明させていただきます。

図書館協議会委員が平成３１年３月３１日付をもちまして任期満了となるため、

上野原市立図書館条例第４条により任命する必要がありますので提案いたしました。

同条例第４条第３項に、図書館委員は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育

の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者と定められていますので、その条

件に合う方を任命いたしました。職務としましては、「図書館の運営に関し、上野原

市立図書館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕について、館長に

対して意見を述べる」となっております。委員の所属については、学校教育関係者

および他種団体からの推薦、社会教育委員３名、学識経験者３名となっております。

専決処分のご承認をよろしくお願いします。

和田教育長

担当者からの説明が終わりました。

これより質疑を行います。ご意見・ご質問等はございませんか。

各委員

ありません。

和田教育長

無いようですので、質疑を終了します。

それでは、議案第２１号「上野原市図書館協議会委員の委嘱について」は承認し

たいと思いますが、これに異議ありませんか。

各委員

異議なし。

和田教育長

異議なしと認めます。従いまして、議案第２１号「上野原市図書館協議会委員の

委嘱について」は承認されました。

以上で議事を終了します。

９ 協議事項

和田教育長

日程第４、協議事項

協議事項１「平成３１年度学校運営協議会・学校評議員会について」

担当者から説明をお願いします。



事務局

令和元年度学校評議員委嘱式及び学校運営協議会の日程は資料のとおりとなって

おります。教育委員のみなさまにおかれましては、各小・中学校の学校評議員会に

おいて参加していただきたいと思います。日程も差し迫っておりますので、参加の

割り振りを検討していただきますようお願いします。

和田教育長

担当者からの説明が終わりました。

委員の皆様で日程調整を行いたいと思います。

各委員

（日程調整の協議を行う）

和田教育長

それでは、委員のみなさまには出席のほど、よろしくお願いします。

協議事項２「平成３１年度教育委員会学校訪問について」

担当者から説明をお願いします。

事務局

今年度、上野原小学校と島田小学校の運動会を春に実施することに伴い学校と協

議した結果、学校訪問については６月後半から７月上旬にしてほしいと希望した学

校がありましたので、その範囲で日程調整させていただきたいと思います。日程が

決まりましたら後日通知いたしますので、参加の有無についてご連絡いただければ

と思います。

和田教育長

それでは、平成３１年度教育委員会学校訪問の日程につきましては、改めて調整

させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

協議事項３「その他」

教育委員のみなさまから何かありますか。

各委員

ありません。

和田教育長

事務局から何かありますか。



事務局

ありません。

１０ 報告事項

和田教育長

日程第５、報告事項

報告事項１「組織目標について」

安藤学校教育課長、志村社会教育課長から説明をお願いします。

安藤学校教育課長

（資料を基に組織目標を説明）

和田教育長

担当課長より説明が終わりました。

何かご質問等ございますか。

降矢委員

諸計画等の掲載項目④学力・体力フォローアッププロジェクトについてですが、

学力に関する内容についてしか触れられていない内容となっています。体力の向上

についてはどうなっていますか。

安藤学校教育課長

体力の向上に関する内容を追加させていただきます。

和田教育長

他に何かございますか。

土屋教育長職務代理者

担当課組織目標の「学校施設長寿命化計画の策定」についてですが、耐震診断な

どを含めての内容でしょうか。

織田学校教育課学校教育担当リーダー

耐震基準は満たされていますが、秋山小学校の校舎以外は２０年以上経過してお

り施設全体が老朽化してきている状況ですので、早い段階で中長期的な計画を立て

て、予防的な修繕を実施していきたいと考えています。

土屋教育長職務代理者

建物の傷みが激しくなる前に修繕するほうがお金もかからないと思いますので、

是非その計画で進めていっていただければと思います。



和田教育長

他に何かございますか。

それでは、指摘事項がありました件については加筆・訂正をお願いします。

次に、社会教育課の説明をお願いします。

志村社会教育課長

（資料を基に組織目標を説明）

和田教育長

担当課長より説明が終わりました。

何かご質問等ございますか。

土屋教育長職務代理者

ゆずりはら青少年自然の里施設の件ですが、山梨県からの施設譲渡について結論

が出て、決定したのでしょうか。

志村社会教育課長

山梨県の外部評価の中で、「上野原市に譲渡することが望ましい」という結論が出

まして、まだ決定はしておりませんが、今後の管理運営のあり方について県の教育

課と調整をしております。今後、現状のままにするのか、上野原市が管理するのか、

廃止するのか、民間へ委託するのか、様々なやり方があるかと思いますが、その中

から市としての方向性を県に伝え、県はそれをもって最終的な判断を下すことにな

るかと思います。

和田教育長

この件については、９月ごろまでに市の方針を出して、それを受けて県が今年度

中に方針決定をする流れになっているようです。最後の一年間でその方針に向けて

の対応をしていくことになっています。

現在、社会教育課の中で事務局素案をまとめていますので、来月の教育委員会定

例会で状況説明をさせていただきたいと思います。いずれにしましても、市の方針

決定をする前に教育委員会としての方針決定をこの場でしなければならないので、

各委員のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

土屋教育長職務代理者

県が今後も維持・管理していくという可能性は低いということでしょうか。



和田教育長

まだ結論は出てないので、その点についてはわかりません。

志村社会教育課長

担当課の方針としては現状維持で続けていただきたいということでこれまでの協

議の中でお願いをしているところです。

土屋教育長職務代理者

わかりました。

和田教育長

他に何かございますか。

各委員

ありません。

和田教育長

それでは報告事項１「組織目標について」は終了します。

次に、報告事項２「平成３１年度北都留地区教育委員会連合会定期総会について」

事務局より説明をお願いします。

事務局

平成３１年５月１６日（木）午後２時３０分から、丹波山村役場において「平成

３１年度北都留地区育委員会連合会定期総会」が開催されます。理事会が２時から

始まります、今回は上野原市が連合会長ということもありますので、委員の皆様に

は出席をお願いします。

各委員

（出席の確認と、出発時間の確認を行う）

和田教育長

それでは、「平成３１年度北都留地区教育委員会連合会総会」は５月１６日（木）

に開催されます。出席できる委員さんにおかれましては、午前１１時に上野原市役

所を出発したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

報告事項２「平成３１年度北都留地区教育委員会連合会総会」は終了します。

報告事項３「関東甲信越静地区市町村教育委員会連合会総会及び研修会（山梨大

会）について」事務局から説明をお願いします。



事務局

平成３１年５月３１日（金）、北斗市の女神の森セントラルガーデンにおいて、「平

成３１年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会（山梨大会）」が開

催されます。委員のみなさまには参加をお願いいたします。

各委員

（出席できる委員の確認を行う）

和田教育長

平成３１年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会（山梨大会）

について、参加できる委員さんにおかれましては、よろしくお願いいたします。

報告事項３「関東甲信越静地区市町村教育委員会連合会総会及び研修会（山梨大

会）について」は終了します。

報告事項４「上野原市学校給食調理等業務委託に係る指名型プロポーザル方式に

よる受注者選定について」事務局より説明をお願いします。

事務局

（資料を基にプロポーザルに関する説明を行う）

和田教育長

事務局からの説明が終わりました。何かご質問等ございますか。

各委員

ありません。

和田教育長

それでは、報告事項４「上野原市学校給食調理等業務委託に係る指名型プロポー

ザル方式による受注者選定について」は終了します。

報告事項５「その他」各委員から何かございますか。

各委員

ありません。

和田教育長

事務局から何かありますか。



事務局

ありません。

和田教育長

それでは、報告事項は以上とします。

１１ その他

和田教育長

日程第６、その他の１「次回開催日について」、を協議します。

事務局から説明をお願いします。

事務局

次回、第５回定例会ですが、５月２３日（木）午後、５月２７日（月）午前、5
月２８日（火）午後のいずれかを考えております。委員の皆様のご都合はいかがで

しょうか。

各委員

（次回開催日について協議）

和田教育長

協議の結果、次回の開催日程は、５月２３日（木）午後３時３０分、上野原市

文化ホール２階会議室２で開催することに決定しました。

よろしくお願いいたします。

和田教育長

その他の２、各委員の皆様から、何かございますか。

各委員

ありません。

和田教育長

事務局から、何かありますか。

事務局

ありません。

１２ 閉会

和田教育長

以上で本日の日程はすべて終了しました。



これで、平成３１年上野原市教育委員会第４回定例会を閉会します。

事務局

ご起立願います。礼。ありがとうございました。



記録 平成３１年４月２５日

事務局 教育総務担当

承認 令和 元年５月２３日

教 育 長

教育長職務代理者


